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国内麻疹患者発生状況                     （単位：人） 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202５ 

全国 ２７９ ７４４ １０ ６ ６ ２８ 4５ １３５（※１） 

千葉県 ２６ ２６ ０ ０ ０ １ 1 ９（※２） 

             （※１ ２０２５．６．８時点  ※２ ２０２５．６．１９時点） 

 

 

 

医療機関のみなさまへ 

２０２３年以降、海外からの輸入感染症を契機とした国内における麻しん感染事例が 

多く報告されています。今後も、輸入症例や国内感染伝播事例に備えて、海匝保健所 

で作成したものを一部安房保健所版に編集しました。麻しん疑い患者を診察した際に 

ご活用いただき、保健所にご連絡いただきますようお願いいたします。 
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平常時の対策チェックリスト

★★帰宅 p.5

　①診察、診断 麻しん届出基準 p.2～ 麻しん発生届（別記様式5-23） 感染症法

第１２条第1項、

第14条第2項に基づく

②保健所へ連絡 p.5 届出基準

③保健所へ届出 届出記入上注意点 p.6 麻しん検査票

④検体採取 検体採取方法 p.7～

⑤疫学調査開始

⑤’医療機関内の p.９

　接触者調査依頼 接触者リスト（病院用）

⑥保健所から検体回収

⑦検体搬送

⑧衛研から結果報告

⑨保健所から結果報告

　※陰性なら届出

　　取り下げ

＜参考資料＞対応についての詳細は、以下のサイトをご確認ください。

国立感染症研究所：麻しんのサイト

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html

国立感染症研究所：医療機関での麻疹対応ガイドライン（第７版）

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf

国立感染症研究所感染症疫学センター

医師による麻しん届出ガイドライン第五版暫定修正版

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/guideline03_20230516.pdf

国立感染症研究所感染症疫学センター

麻疹発生時対応ガイドライン第二版：暫定改訂版

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/guideline02_20160603.pdf

厚生労働省：麻しんに関する特定感染症予防指針

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf

医療機関での麻疹対応

ガイドライン第７版

医療機関での麻疹対応

ガイドライン第７版

接触者の特定に

ついて

一類感染症～五類感染症及び指定感染

症検査票（病原体）（別記様式）

参考資料１_接触者ラインリスト

（医療機関）

発生時の対策チェックリスト

千葉県麻しん対応マ

ニュアルVol3

麻しん疑いがある患者様向け

リーフレット

様式ハンドブック掲載ページ

麻しん患者を診断した、麻しんに感染していると疑われる患者を診察した場合のながれ

関係法令、参考資料

保健所連絡先・

時間外連絡方法

★★帰宅時の移動手

段に困ったら

医療機関での麻疹対応

ガイドライン第７版

医療機関

①、④

保健所

⑤

衛生研究所

検体

バイオ

ボトル

③

②

⑥

⑤’

⑦ ⑧

⑨

患者

★★

＜参考資料＞対応についての詳細は、以下のサイトをご確認ください。 

厚生労働省：麻しんについて 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/measles/index.html 

国立感染症研究所：医療機関での麻疹対応ガイドライン（第７版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001098090.pdf 

国立感染症研究所感染症疫学センター 

医師による麻しん届出ガイドライン第五版暫定修正版 

https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/guideline03_20230516.pdf 

国立感染症研究所感染症疫学センター 

麻疹発生時対応ガイドライン第二版：暫定改訂版 

https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/guideline02_20160603.pdf 

厚生労働省：麻しんに関する特定感染症予防指針 

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf 

 

Ｐ.３～ 

Ｐ.6 

Ｐ.7 

Ｐ.8 

Ｐ.10 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001098090.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/guideline03_20230516.pdf
https://id-info.jihs.go.jp/relevant/vaccine/measles/040/guideline02_20160603.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf
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【参考】 国立感染症研究所 感染症疫学センターHPより 

                                     麻しん 届出基準 
 
（１）定義 

麻しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。 

(２)臨床的特徴 

潜伏期は通常 10～12日間であり、症状はカタル期(２～４日)には３８℃前後の発熱、咳、 

鼻汁、くしゃみ、結膜充血、眼脂、羞明などであり、熱が下降した頃に頬粘膜にコプリック 

斑が出現する。発疹期(３～４日)には一度下降した発熱が再び高熱となり(３９～４０℃)、 

特有の発疹(小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる)が出現する。発疹は 

耳後部、頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がる。回復期(７～９日)には解熱し、発疹 

は消退し、色素沈着を残す。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合がある。麻しん 

ウイルスに感染後、数年から十数年以上経過してＳＳＰＥ(亜急性硬化性全脳炎)を発症する場 

合がある。 

なお、上記症状を十分満たさず、一部症状のみの麻しん(修飾麻しん)もみられることが 

ある。これはワクチンによる免疫が低下してきた者に見られることが多い。 

(３)届出基準 

ア  患者(確定例) 

医師は、(２)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から麻しんが疑われ、 

かつ、(４)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第１２条第１項の規定に 

よる届出を直ちに行わなければならない。 

イ  感染症死亡者の死体 

医師は、(２)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から麻しんが疑わ 

れ、かつ、(４)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第１２条第１項の規 

定による届出を直ちに行わなければならない。 

(４)届出のために必要な要件 

ア  麻しん(検査診断例) 

届出に必要な臨床症状の３つすべてを満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを 

 満たすもの。 

イ  麻しん(臨床診断例) 

届出に必要な臨床症状の３つすべてを満たすもの。 

ウ  修飾麻しん(検査診断例) 

届出に必要な臨床症状の１つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満 

たすもの。 

届出に必要な臨床症状 

ア 麻しんに特徴的な発疹 

イ 発熱 

ウ 咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル症状 

届出に必要な病原体診断 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、血液、髄液、尿 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

抗体の検出(ＩｇＭ抗体の検出、ペア血清での抗体陽転 

又は抗体価の有意の上昇) 

血清 
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令和元年度感染症危機管理研修会 

国立感染症研究所 多屋馨子先生資料 

（現 神奈川県衛生研究所長） 

 

 

 

大正製薬ＨＰより引用 
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麻しんを疑ったら、まずは保健所へご一報ください！ 
 

診察後、直ちに、まずは電話で安房保健所へご連絡ください。 

同時に、FAX等での発生届の届出と検体採取をお願いします。 

※検体採取については、P.8 検体採取方法を参照。 

※PCR検査の結果、麻しんでないと判断された際は、発生届は取り下げていただく 

ことになります。 

 

＜時間内＞ 平日 8時 30分から 17時 15分  

○ 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町の医療機関の場合、  

安房保健所（住所：館山市北条１０９３－１） 

電話：０４７０－２２－４５１１（代表） FAX：０４７０－２３－６６９4 

 

 

 

＜時間外＞ ・平日 17時 15分から翌朝 8時 30分 

・土曜日、日曜日、祝日等並びに 12月 29日から 1月 3日の終日 

       千葉県保健所（健康福祉センター）休日夜間受付センター 

 ０４３－２２３－２５９５ 

へお電話してください。 

（時間外の電話番号は、上記平日の電話番号に架電した際にも 

自動音声メッセージで流れます）  

① 休日夜間受付センター受付者に、 

「麻しん（疑いも含む）の患者を診察した」旨を伝え、 

（例示）「○○医院ですが、麻しん患者を診察した。緊急で、安房保 

健所感染症担当職員と話をしたい。私は医師の▲▲▲▲ 

です。連絡先は、×××-××××-××××（先生の携 

帯番号等折り返しがしやすい番号をお願いします）です。」 

といった内容でお伝えてください。 

② 医療機関を管轄する保健所担当職員から折り返し電話し、詳細を伺います。 

 

保健所連絡先・時間外連絡方法 
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医療機関で

の血清 IgM 抗

体検査の実

施が望ましい

（保険適用）。

※※ 

発熱と発疹

はその出現

日も記載す

る。 

届出後に中

耳炎、肺炎、

脳炎などの

合併症が出

現した場合

には、保健所

に報告してく

ださい。 

発熱または発疹の出

現前の 2～3 週間前

（特に 10～14 日前）の

渡航歴・行動歴・接触

歴を可能な限り聞き

取ってください。 

できるだけ母子手

帳の記録などで確

認して記録してい

ただきたい。記憶

による場合は、そ

の旨を欄外に記載

してください。 

届出票記入上の注意点 

※※厚生労働省「麻しんに関する特定感染症予防指針」により、急性期の麻しん 

特異的 IgM抗体価の測定が求められています。 
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検体採取方法 
 

麻しん患者と診断した医師は、保健所に発生届を提出するとともに、すべての症例について検査

診断のための検体を採取してください。 

 

優 先

順位 

検体の種類 採取量 採取容器 

①  血液 ２～５ml 密封できる EDTA またはクエン酸

入り試験管 

血算用スピッツは通常、EDTA 入

りです。 

ヘパリンは PCR 反応を阻害するの

で不可 

②  咽頭ぬぐい液 滅菌綿棒１

本 

密封できる滅菌スピッツ 

サーベイランス用保存液入りスピ

ッツ管も可。ない場合はＨＣに相談 

③  尿 １０～２０ｍｌ 密封できる滅菌スピッツ 

◎可能な限り 3種類すべて採取していただくようお願いします！ 

無理な場合は①、②、③の優先順位順で。検体は冷蔵保存。凍結しないこと！ 

◎検体の採取時期 なるべく急性期に採取 

◎採取した検体は、保健所職員が回収に行きますので、麻しん検査票とともに渡し 

てください。 

 

 

 

保健所から、千葉県衛生研究所へ搬入し、麻しん・風しんの PCR検査を実施し、 

検査結果を１～３日程度でお知らせします。 

 

※ＰＣＲ検査の結果、麻しんでないと判断された場合は、 

発生届を取り下げていただくことになります。 

HC検体 

バイオ 

ボトル 

冷蔵で！ 

保健所職員が 

ボトル持参・回収 

保健所職員が 

衛生研究所搬入 
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麻しん患者の接触者の定義： 

感染可能期間内（麻しん発症 1 日前より解熱後３日間まで）に麻しん患者と直接接触した者、飛

沫感染可能な範囲内（患者から２ｍ以内）で患者の咳、くしゃみ、もしくは会話等によって飛沫を

浴びた可能性のある者、さらには患者から離れていても同一の時間（麻しんウイルスは、一旦空

気中に出ると、その生存期間は２時間以下と考えられている。）に空間（麻しん患者が行動した院

内、行動した病棟内、行動した階全体、空調が共通の場合はすべて含む。）を共有した者 

 

※詳細は、「医療機関での麻疹対応ガイドライン（第７版）」国立感染症研究所 

 を参照してください。 

 
 

 

◎PCR検査結果が判明する前から、院内における接触者のリストアップ、麻疹感受 

性者へのワクチン接種とヒト免疫グロブリン製剤の投与の準備をお願いします。 

 

◎通常、感染力がある期間に医療機関の外来を受診することから、外来受診日を接 

触日として、接触者のリストアップに協力してもらうとともに、従事者の場合は、 

接触後 21日目までの健康観察をお願いします。 

麻しん患者が

医療機関外来受診の場合：

外来受診日＝接触日（０日目）～21日目まで健康観察

麻しん患者の経過

暴露

(-14日～-7日)
-1日 発熱 発疹 解熱 +3日

感染力が特に強い（カタル期）

感染源・

経路調査 接触者の特定
接触後21日目まで

健康チェック

接触者の特定について 
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麻しん疑いがある患者様へ！  

 

麻疹の感染力は非常に強く、今まで麻しんに 

かかったことがない方や麻しんを含むワクチン 

の接種歴がない方（麻しん感受性者）が感染 

するとほぼ１００％発症します！ 
 

★保健所からのお願い★ 
✔本日採取した検体は、千葉県衛生研究所で麻疹/風疹か 

どうかを調べる PCR検査を実施します（無料）。３日以内に結果が判明します。 

 

✔検査結果が判明するまで、外出自粛をお願いします。また、周囲の方への感染 

を防ぐため、できる限りマスク着用をお願いします。解熱（３７．５℃未満）後３日 

間を経過するまで感染力があるので、公共交通機関の利用は控え、不用意に外 

出したり、不特定多数の者との接触をしないようにお願いします。 

 

✔体調急変時等に医療機関を受診する場合や救急要請する場合、必ず麻しん患 

者あるいは疑いである旨を伝えてください。保健所へも連絡してください。 

 

✔保健所から、患者様本人の調査・接触者調査等の連絡がありますので、感染拡 

大防止のためにご協力ください。 

 

✔患者様の家族・接触者については、感染している可能性がありますので、健康観 

察（接触から２１日目まで）と有症状時には保健所への一報をお願いします。 

 

✔感受性のある接触者の方には、できるだけ他人との接触を避けることをお伝えく

ださい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先【平日 8時 30分から 17時 15分】 

○館山市、南房総市、鋸南町にお住まいの方： 

安房保健所（館山市北条１０９３－１） 

電話：０４７０－２２－４５１１（代表）FAX：０４７０－２３－６６９４ 

〇鴨川市にお住まいの方 

  鴨川地域保健センター 

電話：０４－７０９２－４５１１（代表）FAX：０４－７０９３－０７９４ 
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 ク
ラ
ス
タ
ー

番
号

管
轄

接
触
場
所

接
触
日
時

健
康
観
察
終
了
日

接
触
者
人
数

記
録
者

1
A
市

A
市
立
病
院

6
/1

6
/2

2
5

×
×
外
来

○
○

番
号
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触
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氏
名

フ
リ
ガ
ナ

性
別

生
年
月
日

年
齢

同
行
者
の

有
無

同
行
者
氏
名

フ
リ
ガ
ナ

性
別

生
年
月
日

年
齢

所
属
先

（
集
団
生
活
、

勤
務
先
等
）

郵
便
番
号

住
所

連
絡
先

（
電
話
番
号
）

連
絡
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態

（
取
れ
た
日
）

1
歳
以
上

の
ワ
ク
チ
ン

接
種
歴

接
種
歴

（
記
録
・
記
憶
）
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患
歴

罹
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歴

（
検
査
・
記
憶
）

備
考

1
○
田
○
郎

マ
ル
ダ
マ
ル
ロ
ウ

M
1
9
9
2
/1

/1
2
5

無
〇
〇
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A
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F
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0
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0
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0
0
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1
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△
藤
△
郎
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カ
ク
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サ
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カ
ク
ロ
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M
1
9
9
5
/2

/4
2
2

無
〇
〇
大
学

B
町
4
-4
2

0
9
0
-0

0
0
0
-

0
0
0
2

4
/1

3
1
回

記
録
（
年
月
日
、

ロ
ッ
ト
番
号
）

な
し

2
0
1
5
年
抗
体
検
査
実
施

Ig
G

1
0
.1

3
×
中
×
子

カ
ケ
ル
ナ
カ
カ
ケ

ル
コ

F
1
9
6
2
/5

/1
2

5
4

有
自
営

A
市
F
町
3
-6

0
1
2
3
-4

4
-5

5
5
5

4
/1

2
不
明

あ
り

親
の
記
憶

（
1
歳
）

4
×
中
×
郎

カ
ケ
ル
ナ
カ
カ
ケ
ル
ロ

ウ
M

1
9
6
1
/1

2
/1

5
5

自
営

A
市
F
町
3
-6

0
1
2
3
-4

4
-5

5
5
5

4
/1

2
な
し

な
し

5
※
井
※
樹

コ
メ
イ
コ
メ
キ

M
1
9
9
9
/1

/5
1
8

無
〇
〇
高
等
学
校

A
市
K
5
4
-1
-2
0
1

0
8
0
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0
1
1
-

0
0
0
0

未

6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6
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7

1
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1
9

2
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2
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2
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3

2
4

2
5

住
所
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者
名

A
市
O
O
O
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〇
〇
　
〇
〇

A
3
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入
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よ
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に
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
あ
り
ま
す

母
子
健
康
手
帳
等
の
記
録

で
確
認
を
す
る

記
憶
等
曖
昧
な
場
合
は
接

種
歴
不
明
と
す
る

検
査
診
断
で
な
け
れ
ば
記
憶
と
す
る

自
動
計
算

接
触
日
＋
2
1

自
動
計
算

同
行
者
も
別
に
記
載
す
る

カ
ル
テ
等
か
ら
抽
出
し
た
接

触
者
リ
ス
ト
の
場
合
同
行

者
が
抜
け
て
し
ま
う
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合

が
あ
る
の
で
確
認
す
る

ク
ラ
ス
タ
ー
ご
と
（
接
触
場

所
ご
と
）
に
一
枚
の
シ
ー
ト

に
ま
と
め
る

※
国
立
感
染
症
研
究
所

 感
染
疫
学
セ
ン
タ
ー

 医
療
機
関
で
の
麻
疹
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
７
版
を
参
照
く
だ
さ
い
。
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□ 平時の対策

対応内容
掲載
ページ

参考
資料

1．感受性者対策

□ 1歳以上で受けた麻疹含有ワクチン接種歴、麻疹罹患歴、抗体価の確認　（※記録に基づく） 4 4

□
麻疹含有ワクチンの接種推奨・実施
（対象： 1歳以上で2回の予防接種歴が記録によって確認できない者、検査診断された罹患歴

がない者、接種歴･罹患歴が不明で抗体陰性あるいは低抗体価の者　注意点は本文を参照）

4-5 4

□ 1歳以上で受けた麻疹含有ワクチンの2回接種の記録の保管　（本人・医療機関） 4-5 6

□ 抗体価測定　EIA法 または PA法または中和法（※対象者、注意点は本文を参照） 6 4

□

□

2．発生時の備え

□ 受付事務部門、外来部門（および院内全体）へのトリアージに関する教育・周知 6-7

□ 発熱、発疹症状を認める受診者への申告依頼の掲示 7

□
受付時 麻疹を疑う症状の患者来院時に速やかに別室へ誘導できる体制・動線の確立

（休日・夜間を含む）
7

□
発生時の施設長、ICT、感染対策委員会等、意思決定機関への伝達・

対応方針決定方法の明確化
8

□ 発生時の職員全員への周知連絡経路の具体的確認・確立 8

□

□

□

3． 感染対策マニュアルの充実

□ 外来トリアージの方法・動線についての具体的記載 7

□ 麻疹患者との接触者に説明・確認する内容、方法、リストアップのためのテンプレートの準備 7-8 1,2

□ 有事の伝達・対応方針決定方法の明記 8

□

※国立感染症研究所 感染疫学センター 医療機関での麻疹対応ガイドライン第７版を参照ください。 
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□ 発生時の対策

対象 対応内容
掲載
ページ

参考
資料

麻疹患者 □

空気感染対策； 個室管理（可能な場合は陰圧室） ・ 他者と接触しない誘導経路を考慮

　　　　　　　　　　対応は麻疹に対する免疫を保有する者に限定

 + その他の飛沫感染をきたす感染症も想定してサージカルマスクを装着+ 標準予防策

9

□ （職員・実習生の場合） 即座に勤務・実習の中止 10

□ 麻疹患者発生届を保健所に提出 11

□ PCR検査検体採取・依頼　（EDTA血・咽頭ぬぐい液※・尿）　　　　※細菌培養用の容器は不可 12-13 4

□
血清学的検査 （発疹出現後4～28日の血清IgM抗体価, 急性期と回復期のペア血清（血清

IgG抗体価）、血清保存）、その他
11-12 4

□ 行動歴の詳細な聴取　（発症1～2週間前（4週間以内））　※感染源調査のため 8-9

□ 行動歴の詳細な聴取　（発症1日前～解熱後3日過ぎるまで）　※接触者調査のため 8-9

□ 通院加療の場合、感染可能期間内の注意点伝達 10

□ 解熱日の確認 10

□

□

感染管理 □
麻疹疑い患者受診時の対応フロー、誘導動線の確認・関係各所への再周知 （休日・夜間含
む）

9

□
外来受診者、入院患者、面会者への情報提供・有症状時の申し出の依頼・注意喚起
　（ポスター、掲示板等）

9

□

□

□ 接触者のリストアップ 13-14 1

□ 接触者への電話連絡・問い合わせ対応のための資料準備　（保健所と連携） 14-15 2

外来患者・同行者 □ 接触者への連絡　　　　（※電話・直接連絡が望ましい） 14-15 2

入院患者・面会者 □
1歳以上で受けた麻疹含有ワクチン接種歴（0歳での接種は接種回数に含めない）・検査による

罹患歴調査　（感受性者の把握）
15

患者家族 □ 抗体価測定　EIA法 または PA法または中和法　　　（※対象者、注意点は文中を参照） 6, 15

職員
（ボランティア、委託職員も含む）
実習生

□

接触した感受性者に対する緊急ワクチン接種 （接触から72時間以内、前後に十分に説明を

行う）

　※ 以下に特に注意         ・接種不適当者

　　　　　　　　　　　　　　　  ・妊娠出産年齢の女性は接種後2か月は妊娠を避けることの周知

　　　                          　　　　・緊急接種後も健康観察は継続

※曝露から 72時間以上経過した場合でも、間に合わず発症する可能性があることを十分に

説明した上で、感染を免れていた可能性を考えて、3次感染予防として、接種を積極的に検討

14-15

□ 人免疫グロブリン適応者の検討　（接触から6日以内・観察期間延長28日まで） 14-15 3

全接触者への健康観察の依頼　　　（接触から5～21日目まで）

※毎朝（外出前）の検温、および医療機関受診時の注意、有症状時の外出控えを強調
16-17

□ 健康観察中の接触者のフォロー　（欠勤者の把握、健康観察実施状況） 16-17

□ 最終患者の発生から4週間は麻疹が疑われる患者がいないか厳重に観察 18

□

□

3．情報共有・連絡

院内 □
施設長、および院内の意思決定機関への速やかな情報共有・対応体制検討
 （迅速な臨時院内感染対策委員会開催 など）

17

□ 職員（事務職員、委託職員、ボランティアを含む）・実習生への麻疹患者発生と対応の迅速な周知 17

□
緊急予防接種の準備（ワクチン・接種医師・接種場所の確保、説明文書、費用負担元検討な
ど）

16

□
麻疹疑い患者受診時の対応フロー、誘導動線の確認・関係各所への再周知 （休日・夜間含
む）

9

□
外来受診者、入院患者、面会者への情報提供・有症状時の申し出の依頼・注意喚起
　（ポスター、掲示板等）

9

□

□

保健所 □ 麻疹患者発生報告・ウイルス学的検査のための検体提出　　（前述） 10-13

□
接触者対応状況 （患者行動歴、接触者数、感受性のある接触者数、連絡状況、対応内容

等）
17

□ 接触者調査・対応方法に関する相談　（接触者定義の確認、接触者への説明内容の統一） 18

□ 緊急接種用のワクチン確保に関する相談 17

□

地域 □ 近隣医療機関、薬局、地域医師会等との情報共有 18

□ 地域住民への情報提供、公表の検討 18

□

・麻疹患者が感染可能期間中に、同一時間帯・同一フロアに滞在した者は全て接触者として対応
･修飾麻疹患者については、飛沫感染、接触感染対策とする

・行動歴に応じて、検査・他科外来受診、薬局、売店なども含まれる

2．接触者対応

・原則として、麻疹に対する免疫を保有する者が対応にあたる
・症状・所見・予防接種歴・行動歴等から麻疹が疑われる場合、検査で否定されるまでは麻疹と考
えて
対応を行う

1．患者対応

※国立感染症研究所 感染疫学センター 医療機関での麻疹対応ガイドライン第７版を参照ください。 


